
調査票４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 33

無 無

条例名称 公布日 施行日

現
在
の
状
況

計画名

女性
活躍
推進

法との
関係

現在
の

状況

25 22 5 31

14 100 横浜市 男女共同参画推進課 1 1 1 1 横浜市男女共同参画推進条例 平成13年3月28日 平成13年4月1日 第４次横浜市男女共同参画行動計画 平成28年4月1日 ～ 平成33年3月31日 1

14 130 川崎市 人権・男女共同参画室 1 2 1 1 男女平等かわさき条例 平成13年6月29日 平成13年10月1日 第４期川崎市男女平等推進行動計画 平成30年4月 ～ 平成34年3月 1

14 150 相模原市 市民局人権・男女共同参画課 1 2 1 1 さがみはら男女共同参画推進条例 平成16年3月26日 平成16年4月1日 第2次さがみはら男女共同参画プラン21 平成24年4月 ～ 平成32年3月 0

14 201 横須賀市 市民部人権・男女共同参画課 1 1 0 1 横須賀市男女共同参画推進条例 平成13年12月21日 平成14年4月1日 第5次横須賀市男女共同参画プラン 平成30年4月 ～ 平成34年3月 1

14 203 平塚市 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 0 ひらつか男女共同参画プラン２０１７ 平成29年4月1日 ～ 平成36年3月31日 1

14 204 鎌倉市 共創計画部文化人権課 1 2 1 1 鎌倉市男女共同参画推進条例 平成19年1月4日 平成19年2月1日 かまくら21男女共同参画プラン（第2次）改訂版 平成24年4月1日 ～ 平成34年3月31日 1

14 205 藤沢市 人権男女共同平和課 1 2 1 1 0 ふじさわ男女共同参画プラン2020（改定版） 平成28年4月 ～ 平成33年3月 1

14 206 小田原市 人権・男女共同参画課 1 1 1 0 0 第２次おだわら男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 平成33年3月 1

14 207 茅ヶ崎市 男女共同参画課 1 1 1 1 0 第2次ちがさき男女共同参画推進プラン 平成28年4月 ～ 平成33年3月 0

14 208 逗子市 市民協働課 1 2 1 1 2 ずし男女協働参画プラン2022 平成28年4月 ～ 平成35年3月 1

14 210 三浦市 市民協働課 1 2 1 0 0 みうら男女共同参画プラン 平成23年4月 ～ 平成32年3月 0

14 211 秦野市 市民相談人権課 1 2 1 0 0 第３期はだの男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 平成33年3月 1

14 212 厚木市 市民協働推進課 1 2 1 1 0 第３次厚木市男女共同参画計画 平成30年4月 ～ 平成35年3月 1

14 213 大和市 国際・男女共同参画課 1 2 1 1 0 第2次やまと男女共同参画プラン 平成24年4月 ～ 平成31年3月 0

14 214 伊勢原市 人権・広聴相談課 1 2 1 1 0 第２次伊勢原市男女共同参画プラン 平成30年4月 ～ 平成35年3月 1

14 215 海老名市 市民相談課 1 2 1 1 0 第２次男女共同参画プラン 平成27年3月1日 ～ 平成32年3月31日 0

14 216 座間市 広聴人権課 1 2 1 1 0 第二次ざま男女共同参画プラン 平成23年3月 ～ 平成33年3月 1

14 217 南足柄市 市民協働課 1 1 1 1 0 みなみあしがら男女共同参画プラン（第４次） 平成28年4月1日 ～ 平成32年3月1日 0

14 218 綾瀬市 企画課 1 2 0 1 0 あやせ男女共同参画プラン 平成23年3月 ～ 平成32年3月 0

14 301 葉山町 町民健康課 1 2 0 0 0 男女共同参画プランはやま（第３次） 平成27年3月 ～ 平成33年3月 0

14 321 寒川町 協働文化推進課 1 2 1 1 0 第４次さむかわ男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 平成33年3月 0

14 341 大磯町 町民課 1 2 1 0 0 第2次大磯町男女共同参画推進プラン 平成29年2月 ～ 平成33年3月 1

14 342 二宮町 地域政策課 1 2 1 0 0 第２次にのみや男女共同参画プラン改定版 平成30年4月1日 ～ 平成35年3月31日 1

14 361 中井町 地域防災課 1 2 0 1 0 中井町男女共同参画プラン 平成30年4月1日 ～ 平成38年3月31日 1

14 362 大井町 町民課 1 2 1 1 0 大井町男女共同参画プラン　改訂版 平成27年4月1日 ～ 平成34年3月31日 0

14 363 松田町 定住少子化担当室 1 2 0 0 0 松田町男女共同参画プラン 平成30年4月 ～ 平成35年3月 1

14 364 山北町 企画政策課 1 2 0 0 0 1

14 366 開成町 自治活動応援課 1 1 0 0 0 第３次かいせい男女共同参画プラン 平成26年4月1日 ～ 平成32年3月31日 0

14 382 箱根町 企画課 1 2 1 1 0 はこね男女共同参画推進プラン（第２次） 平成27年4月 ～ 平成37年3月 0

14 383 真鶴町 企画調整課 1 2 1 0 0
まなづる男女共同参画プラン～女性も男性
も　きらきらと輝く真鶴～

平成21年3月 ～ 1

14 384 湯河原町 地域政策課 1 2 1 1 0 ゆがわら男女共同参画プラン 平成27年4月1日 ～ 平成32年3月31日 0

14 401 愛川町 生涯学習課 2 2 1 1 0 第２次愛川町男女共同参画基本計画 平成24年4月 ～ 平成36年3月 1

14 402 清川村 教育委員会事務局 2 2 0 0 0 1

＜選択肢回答＞

所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画

１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係

２　教育委員会 ０　無 １　平成30年３月末までの制定を目途に検討中 １　一体

２　平成30年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない

事務所掌 諮問機関 ３　その他

１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない 現在の状況

２　１ではない ０　無 １　策定に向け検討中

０　策定予定がない、検討していない

有
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担当課（室）名

事
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掌

庁
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所

属 計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（平成30年4月1日現在で有効なもの）

有

市町村４－１



調査票４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

8 2 6 3 5 1 4 5 0

14 100 横浜市 男女共同参画センター横浜 フォーラム 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町435-1 045-862-5050 045-862-3101
http://www.women.city.y
okohama.jp/

○ ○ ○

14 100 横浜市 男女共同参画センター横浜南 フォーラム南太田 232-0006 横浜市南区南太田1-7-20 045-714-5911 045-714-5912
http://www.women.city.y
okohama.jp/find-from-
c/c-minami/

○ ○ ○

14 100 横浜市 男女共同参画センター横浜北
アートフォーラムあ
ざみ野

225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 045-910-5700 045-910-5755
http://www.women.city.y
okohama.jp/find-from-
c/c-kita/

○ ○ ○

14 130 川崎市 川崎市男女共同参画センター すくらむ２１ 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口２丁目２０番１号 044-813-0808 044-813-0864
https://www.scrum21.or.
jp/

○ ○ ○

14 150 相模原市
相模原市立男女共同参画推進セ
ンター

ソレイユさがみ 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1　シティ・プ
ラザはしもと内

042-775-1775 042-775-1776
http://www.soleilsagami.j
p/

○ ○ ○ ○

14 201 横須賀市 デュオよこすか デュオよこすか 238-0041
横須賀市本町2丁目1番地　横須賀市立総合
福祉会館5階

046-822-0804 046-822-0804
http://www.city.yokosuk
a.kanagawa.jp/2420/201
30710dyuo.html

○ ○ ○

14 203 平塚市

14 204 鎌倉市

14 205 藤沢市

14 206 小田原市

14 207 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市男女共同参画推進セン
ター

いこりあ 253-0044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-12　茅ヶ崎トラス
トビル4階

0467-57-1414 0467-57-1666
http://www.city.chigasak
i.kanagawa.jp/danjyo/ind
ex.html

○ ○ ○

14 208 逗子市

14 210 三浦市

14 211 秦野市

14 212 厚木市

14 213 大和市

14 214 伊勢原市

14 215 海老名市

14 216 座間市

14 217 南足柄市 南足柄市女性センター 250-0105 神奈川県南足柄市関本591-1　ヴェルミ３　３F 0465-73-8211 0465-70-1832

http://www.city.minamia
shigara.kanagawa.jp/shis
etsu/siminkatsudou/jyos
ei_center.html

○ ○ ○ ○

14 218 綾瀬市

神奈川県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成30年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

市町村４－２



愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成30年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

14 301 葉山町

14 321 寒川町

14 341 大磯町

14 342 二宮町

14 361 中井町

14 362 大井町

14 363 松田町

14 364 山北町

14 366 開成町

14 382 箱根町

14 383 真鶴町

14 384 湯河原町

14 401 愛川町

14 402 清川村

市町村４－２



調査票４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 神奈川県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

8 8 8 8 8 2 5 5 1 6

14 100 横浜市 男女共同参画センター横浜 昭和63年9月10日 11 15 300,086 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 100 横浜市 男女共同参画センター横浜南 平成17年4月1日 4 3 95,264 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 100 横浜市 男女共同参画センター横浜北 平成17年10月29日 5 6 547,230 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 130 川崎市 川崎市男女共同参画センター 平成11年9月1日 2 14 112,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自主事業（市民ニーズの高い有料講座、親子
向け演劇、コンサルテーション等）、一時保育
等

14 150 相模原市
相模原市立男女共同参画推進セ
ンター

平成12年4月17日 5 15 24,966 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登録団体への支援等

14 201 横須賀市 デュオよこすか 平成7年7月1日 0 5 1,253 ○ ○ ○ ○
14 203 平塚市

14 204 鎌倉市

14 205 藤沢市

14 206 小田原市

14 207 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市男女共同参画推進セン
ター

平成10年3月1日 7 4 12,482 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 208 逗子市

14 210 三浦市

14 211 秦野市
14 212 厚木市
14 213 大和市

14 214 伊勢原市

14 215 海老名市

14 216 座間市

14 217 南足柄市 南足柄市女性センター 平成6年10月1日 4 8 27,251 ○ ○ ○ ○

14 218 綾瀬市

14 301 葉山町

14 321 寒川町

14 341 大磯町

14 342 二宮町

14 361 中井町

14 362 大井町

14 363 松田町

14 364 山北町

14 366 開成町

14 382 箱根町

主　　　　な　　　　事　　　　業
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設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　30　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

市町村４－２ (2)
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名
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男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　30　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

14 383 真鶴町

14 384 湯河原町

14 401 愛川町

14 402 清川村

市町村４－２ (2)



調査票４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
副
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

2 19 1 5.3 35 3 8.6 14 1 7.1 13 0 0.0 6,872 593 8.6

14 100 横浜市 1 1 100.0 4 1 25.0 0 0 0 0 2530 314 12.4

14 130 川崎市 1 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0 0 604 53 8.8

14 150 相模原市 平成12年7月6日 さがみはら男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0 0 592 38 6.4

14 201 横須賀市 1 0 0.0 2 1 50.0 0 0 0 0 366 26 7.1

14 203 平塚市 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 242 13 5.4

14 204 鎌倉市 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 182 13 7.1

14 205 藤沢市 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 476 53 11.1

14 206 小田原市 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 251 3 1.2

14 207 茅ヶ崎市 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 136 7 5.1

14 208 逗子市 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 79 8 10.1

14 210 三浦市 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 54 5 9.3

14 211 秦野市 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 240 4 1.7

14 212 厚木市 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 217 8 3.7

14 213 大和市 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 150 9 6.0

14 214 伊勢原市 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 101 7 6.9

14 215 海老名市 1 0 0.0 2 1 50.0 0 0 0 0 59 3 5.1

14 216 座間市 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 189 18 9.5

14 217 南足柄市 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 34 1 2.9

14 218 綾瀬市 平成14年7月7日 綾瀬市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 14 0 0.0

14 301 葉山町 0 0 0 0 1 0 0.0 0 0 28 3 10.7

14 321 寒川町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 22 1 4.5

14 341 大磯町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 24 0 0.0

14 342 二宮町 0 0 0 0 1 1 100.0 1 0 0.0 20 2 10.0

14 361 中井町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

14 362 大井町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 40 1 2.5

14 363 松田町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 26 0 0.0

14 364 山北町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 55 2 3.6

14 366 開成町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 14 0 0.0

14 382 箱根町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 35 0 0.0

14 383 真鶴町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0

14 384 湯河原町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 11 0 0.0

14 401 愛川町 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 21 0 0.0

14 402 清川村 0 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0.0 32 1 3.1

＜選択肢回答＞

男女共同参画に関する宣言

　宣言の形態

１　首長声明

２　議会の議決

３　庁内連絡会議の決定

４　その他

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

神奈川県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況
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調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No1

1 2 平成30年5月1日 3

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

2,181 1,865 30,044 10,163 33.8 1,471 1,290 17,520 5,348 30.5 175 97 1,131 163 14.4 899 108 12.0 966 113 11.7

小計 1,467 1,286 17,473 5,339 30.6 175 97 1,131 163 14.4

14 100 横浜市 50 平成33年3月 257 254 2,978 1,217 40.9
地方自治法第138条の４第３項により設置されるもの（休止中及び委
員未委嘱の審議会等は対象外とする）

255 252 2,978 1217 40.9 6 6 170 19 11.2 61 10 16.4 62 11 17.7 1 1 1

14 130 川崎市 40 平成34年3月 284 264 3,110 956 30.7
地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく附属機関と附属機
関の下に設置される部会、地方自治法第１７４条の規定に基づく専
門委員、要綱等に基づき開催される懇談会

129 121 1,881 595 31.6 6 5 43 8 18.6 65 5 7.7 65 5 7.7 3 平成30年6月1日 3 平成30年6月1日 1

14 150 相模原市 40 平成32年3月 155 136 2,401 819 34.1 法律、条例、要綱により設置されている審議会等 108 102 1,788 646 36.1 6 3 37 4 10.8 44 3 6.8 45 3 6.7 3 平成30年3月31日 3 平成30年3月31日 3 平成30年3月31日

14 201 横須賀市 40 121 76 1,076 281 26.1
法律または条例により設置されている審議会等・要綱等により設置さ
れている懇話会等

82 65 877 230 26.2 5 2 34 5 14.7 32 6 18.8 33 6 18.2 1 1 1

14 203 平塚市 40 平成36年3月 66 53 735 190 25.9
法律及び条例により設置されている附属機関並びに要綱で設置され
ている懇話会等

59 47 672 178 26.5 6 5 50 6 12.0 35 3 8.6 36 3 8.3 1 1 1

14 204 鎌倉市 30 73 64 890 241 27.1
法律および条令により設置された審議会、委員会等の附属機関並び
に規則、規定等により設置された協議会、研究会、懇話会その他こ
れらに類するもの

52 48 631 179 28.4 5 4 29 8 27.6 34 1 2.9 35 2 5.7 1 1 1

14 205 藤沢市 50 平成33年3月 263 245 8,165 3,368 41.2

地方自治による行政委員会、法律を根拠として設置する付属機関、
条例によって設置される付属機関、要綱要領等によって設置される
協議会等、その他市が事務局を担う会議、団体、実行委員会等（行
政職員のみで組織される場合を除く）

56 50 747 222 29.7 6 5 43 8 18.6 38 3 7.9 39 3 7.7 1 1 1

14 206 小田原市 40 平成33年3月 51 45 587 184 31.3 審議会等の設置根拠が法律・条例・要綱によるもの 50 44 572 182 31.8 6 3 35 4 11.4 36 9 25.0 37 9 24.3 1 1 1

14 207 茅ヶ崎市 40 平成33年3月 78 67 899 251 27.9
法律又は政令により設置されている審議会等 条例、規則等により設
置されている懇談会、会議等

78 67 899 251 27.9 6 5 32 7 21.9 43 5 11.6 44 5 11.4 1 1 1

14 208 逗子市 40 平成35年3月 67 58 626 193 30.8 市におけるすべての審議会等 33 27 310 90 29.0 5 4 17 7 41.2 24 3 12.5 25 3 12.0 1 1 1

14 210 三浦市 30 平成33年3月 55 40 739 185 25.0
１法律または政令により設置されている審議会等２法律により設置さ
れている委員会等３会則・規約等により設置されている懇親会、会議
等４規則・要綱により設置されている懇親会、会議等

24 17 268 50 18.7 6 4 39 7 17.9 31 5 16.1 32 5 15.6 1 1 1

14 211 秦野市 40 平成33年3月 42 40 535 152 28.4 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 42 40 535 152 28.4 6 3 42 4 9.5 33 6 18.2 34 6 17.6 1 1 1

14 212 厚木市 40 65 56 733 202 27.6
法律又は政令により設置されている審議会等 条例、規則等により設
置されている懇談会、会議等

65 56 733 202 27.6 6 4 45 6 13.3 35 5 14.3 36 5 13.9 1 1 1

14 213 大和市 50 平成31年3月 58 46 545 162 29.7 地方自治法180条の5、202条の3、138条の4 17 16 270 72 26.7 6 2 32 3 9.4 34 5 14.7 35 5 14.3 1 1 1

14 214 伊勢原市 40 平成35年3月 51 49 730 278 38.1
法律により設置されている委員会等（地方自治法第２０２条の３）、条
例、規則、要綱等により設置されている会議等

7 7 139 36 25.9 5 1 37 2 5.4 24 1 4.2 25 1 4.0 1 1 1

14 215 海老名市 34 平成32年3月 52 37 528 141 26.7
執行機関及びその附属機関並びに規則、要綱等により設置された
協議会、委員会、懇話会その他これに類するもの

35 26 356 80 22.5 5 2 29 4 13.8 30 4 13.3 31 4 12.9 3 平成30年6月1日 3 平成30年6月1日 2

14 216 座間市 50 平成33年3月 69 60 943 357 37.9 要綱等により設置されている懇談会、会議等 38 35 381 112 29.4 5 2 26 3 11.5 31 3 9.7 32 3 9.4 1 1 1

14 217 南足柄市 40 37 32 327 97 29.7
法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるところに設置されて
いる審議会等と要綱等により設置されている委員会等

29 26 239 71 29.7 5 3 20 4 20.0 0 0 23 1 4.3 1 1 1

14 218 綾瀬市 40 平成33年3月 67 55 876 270 30.8
法律または政令により設置されている審議会等・法律により設置され
ている委員会等・条例、規則等により設置されている懇談会。会議
等・要綱等により設置されている懇談会、会議等

20 19 217 56 25.8 5 3 28 6 21.4 33 3 9.1 34 3 8.8 1 1 1

14 301 葉山町 24 21 219 67 30.6 5 4 22 5 22.7 27 4 14.8 28 4 14.3 1 1 1
14 321 寒川町 26 平成31年3月 24 17 264 57 21.6 地方自治法（第202条の3）に該当するもの 24 17 264 57 21.6 5 3 25 5 20.0 21 5 23.8 22 5 22.7 1 1 1

14 341 大磯町 40 平成33年3月 36 26 323 82 25.4
法律又は法令により設置されている審議会等、法律により設置され
ている委員会等（地方自治法第180条の5）

31 24 269 76 28.3 5 2 31 3 9.7 23 3 13.0 24 3 12.5 1 1 1

14 342 二宮町 30 平成35年3月 23 21 223 61 27.4 地方自治法（２０２条の３）に基づく審議会等 22 20 211 56 26.5 5 5 25 8 32.0 23 3 13.0 24 4 16.7 1 1 1
14 361 中井町 17 9 178 29 16.3 5 1 27 1 3.7 15 0 0.0 16 0 0.0 1 1 1
14 362 大井町 16 12 181 40 22.1 5 1 24 1 4.2 19 3 15.8 20 3 15.0 1 1 1
14 363 松田町 30 平成35年3月 18 10 236 37 15.7 町内、および町を含む広域 17 9 226 36 15.9 5 2 27 4 14.8 15 0 0.0 1 1 1
14 364 山北町 30 平成32年3月 52 39 717 158 22.0 法令、政令、条例、規則、要綱等により町が設置している審議会等 14 12 145 35 24.1 5 2 28 3 10.7 17 2 11.8 18 2 11.1 1 1 1
14 366 開成町 30 平成32年3月 24 19 205 55 26.8 地方自治法（第202条の３、第180条の５）に基づく審議会・委員会等 19 17 180 50 27.8 5 2 25 5 20.0 14 2 14.3 15 2 13.3 1 1 1

14 382 箱根町 30 平成32年3月 31 16 208 41 19.7
法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の5）、条
例・規則等により設置されている懇談会・会議等

20 14 203 37 18.2 4 2 13 3 23.1 22 0 0.0 23 1 4.3 1 1 1

14 383 真鶴町 35 平成31年3月 15 13 134 31 23.1 地方自治法（第202条の３）に基づく審議会すべて 15 13 134 31 23.1 5 2 20 4 20.0 14 1 7.1 15 1 6.7 1 1 1
14 384 湯河原町 23 18 318 78 24.5 5 3 24 3 12.5 25 5 20.0 26 5 19.2 1 1 1

14 401 愛川町 30 平成36年3月 47 27 311 97 31.2

（１）地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、法令または条
例により設置する附属機関 （２）有識者等の意見を聴き、町政に反映
させることを主な目的として要項等に基づき設置する付属機関に準
ずる、いわゆる私的諮問機関（本町のみで構成するものは除く）

28 24 291 84 28.9 5 1 28 1 3.6 1 1 1

14 402 清川村 18 11 161 42 26.1 5 1 24 2 8.3 16 0 0.0 17 0 0.0 1 1 1
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調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

4 4 47 9 19.1 0 0 0 0  

横浜市 0 0 0 0 0 0 0 0

川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0

相模原市 0 0 0 0 0 0 0 0

横須賀市 0 0 0 0 0 0 0 0

平塚市 0 0 0 0 0 0 0 0

鎌倉市 0 0 0 0 0 0 0 0

藤沢市 0 0 0 0 0 0 0 0

小田原市 1 1 15 2 13.3 0 0 0 0

茅ヶ崎市 0 0 0 0 0 0 0 0

逗子市 0 0 0 0 0 0 0 0

三浦市 0 0 0 0 0 0 0 0

秦野市 0 0 0 0 0 0 0 0

厚木市 0 0 0 0 0 0 0 0

大和市 0 0 0 0 0 0 0 0

伊勢原市 0 0 0 0 0 0 0 0

海老名市 0 0 0 0 0 0 0 0

座間市 0 0 0 0 0 0 0 0

南足柄市 1 1 10 1 10.0 0 0 0 0

綾瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0

葉山町 0 0 0 0 0 0 0 0

寒川町 0 0 0 0 0 0 0 0

大磯町 0 0 0 0 0 0 0 0

二宮町 1 1 12 5 41.7 0 0 0 0

中井町 0 0 0 0 0 0 0 0

大井町 0 0 0 0 0 0 0 0

松田町 1 1 10 1 10.0 0 0 0 0

山北町 0 0 0 0 0 0 0 0

開成町 0 0 0 0 0 0 0 0

箱根町 0 0 0 0 0 0 0 0

真鶴町 0 0 0 0 0 0 0 0

湯河原町 0 0 0 0 0 0 0 0

愛川町 0 0 0 0 0 0 0 0

清川村 0 0 0 0 0 0 0 0
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調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No3

1 2 3

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

5,990 948 15.8 4,125 553 13.4 1,211 117 9.7 816 63 7.7 503 57 11.3 358 35 9.8 4,276 774 18.1 2,951 455 15.4 3,890 914 23.5 2,442 547 22.4 8,299 2,279 27.5 4,893 1,144 23.4

14 100 横浜市 1,533 250 16.3 1,033 141 13.6 421 45 10.7 273 22 8.1 1112 205 18.4 760 119 15.7 728 146 20.1 450 78 17.3 2843 760 26.7 1848 471 25.5 1

14 130 川崎市 1,110 194 17.5 683 95 13.9 328 37 11.3 176 14 8.0 782 157 20.1 507 81 16.0 594 144 24.2 364 84 23.1 1731 438 25.3 1051 212 20.2 1

14 150 相模原市 571 99 17.3 434 71 16.4 43 4 9.3 37 4 10.8 87 7 8.0 69 2 2.9 441 88 20.0 328 65 19.8 582 122 21.0 391 81 20.7 0 0 0 0 1

14 201 横須賀市 193 20 10.4 134 16 11.9 26 3 11.5 21 2 9.5 50 5 10.0 35 5 14.3 117 12 10.3 78 9 11.5 175 20 11.4 118 15 12.7 515 80 15.5 285 53 18.6 1

14 203 平塚市 305 51 16.7 229 27 11.8 30 3 10.0 20 2 10.0 3 2 66.7 0 0 272 46 16.9 209 25 12.0 0 0 0 0 54 7 13.0 51 7 13.7 1

14 204 鎌倉市 133 12 9.0 118 12 10.2 16 0 0.0 15 0 0.0 36 4 11.1 32 4 12.5 81 8 9.9 71 8 11.3 126 22 17.5 97 22 22.7 203 52 25.6 153 51 33.3 1

14 205 藤沢市 347 54 15.6 234 29 12.4 34 3 8.8 24 1 4.2 81 11 13.6 58 6 10.3 232 40 17.2 152 22 14.5 381 112 29.4 215 63 29.3 1125 477 42.4 415 106 25.5 1

14 206 小田原市 147 18 12.2 95 10 10.5 21 2 9.5 15 2 13.3 25 2 8.0 17 2 11.8 101 14 13.9 63 6 9.5 159 28 17.6 101 16 15.8 200 36 18.0 105 29 27.6 1

14 207 茅ヶ崎市 300 81 27.0 124 26 21.0 33 3 9.1 16 2 12.5 34 5 14.7 9 1 11.1 233 73 31.3 99 23 23.2 227 65 28.6 111 23 20.7 102 22 21.6 52 17 32.7 1

14 208 逗子市 61 10 16.4 50 9 18.0 9 0 0.0 8 0 0.0 12 1 8.3 11 1 9.1 40 9 22.5 31 8 25.8 0 0 0 0 65 17 26.2 46 13 28.3 1

14 210 三浦市 69 5 7.2 50 1 2.0 14 1 7.1 9 0 0.0 0 0 0 0 55 4 7.3 41 1 2.4 0 0 0 0 82 23 28.0 61 10 16.4 1

14 211 秦野市 112 13 11.6 78 10 12.8 17 0 0.0 14 0 0.0 33 1 3.0 25 1 4.0 62 12 19.4 39 9 23.1 136 21 15.4 99 17 17.2 0 0 0 0 1

14 212 厚木市 180 22 12.2 136 16 11.8 32 2 6.3 31 2 6.5 42 4 9.5 32 3 9.4 106 16 15.1 73 11 15.1 2 0 0.0 0 0 341 87 25.5 203 29 14.3 1

14 213 大和市 126 16 12.7 89 9 10.1 20 3 15.0 18 3 16.7 43 5 11.6 23 2 8.7 63 8 12.7 48 4 8.3 50 19 38.0 19 6 31.6 275 70 25.5 127 23 18.1 1

14 214 伊勢原市 124 15 12.1 98 13 13.3 35 1 2.9 30 1 3.3 89 14 15.7 68 12 17.6 108 31 28.7 80 26 32.5 1

14 215 海老名市 91 14 15.4 70 13 18.6 13 2 15.4 12 2 16.7 39 6 15.4 31 5 16.1 39 6 15.4 27 6 22.2 64 21 32.8 35 10 28.6 110 31 28.2 64 21 32.8 1

14 216 座間市 75 17 22.7 54 14 25.9 15 3 20.0 13 3 23.1 6 2 33.3 4 1 25.0 54 12 22.2 37 10 27.0 148 56 37.8 70 28 40.0 40 5 12.5 33 3 9.1 1

14 217 南足柄市 49 12 24.5 44 7 15.9 6 0 0.0 6 0 0.0 3 2 66.7 3 2 66.7 40 10 25.0 35 5 14.3 6 1 16.7 5 0 0.0 45 14 31.1 44 13 29.5 1

14 218 綾瀬市 67 4 6.0 54 4 7.4 32 1 3.1 26 1 3.8 0 0 0 0 35 3 8.6 28 3 10.7 0 0 0 0 121 20 16.5 77 15 19.5 1

14 301 葉山町 34 5 14.7 28 3 10.7 8 1 12.5 7 1 14.3 26 4 15.4 21 2 9.5 37 7 18.9 22 3 13.6 45 18 40.0 32 9 28.1 1

14 321 寒川町 66 9 13.6 49 5 10.2 11 0 0.0 10 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 53 9 17.0 37 5 13.5 91 32 35.2 67 24 35.8 1

14 341 大磯町 42 2 4.8 34 1 2.9 10 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 32 2 6.3 25 1 4.0 24 9 37.5 14 8 57.1 39 11 28.2 24 5 20.8 1

14 342 二宮町 25 4 16.0 22 3 13.6 7 1 14.3 6 1 16.7 0 0 0 0 18 3 16.7 16 2 12.5 9 5 55.6 4 3 75.0 36 4 11.1 29 3 10.3 1

14 361 中井町 13 3 23.1 13 3 23.1 13 3 23.1 13 3 23.1 18 1 5.6 18 1 5.6 1

14 362 大井町 15 1 6.7 14 1 7.1 3 0 0.0 3 0 0.0 12 1 8.3 11 1 9.1 11 0 0.0 9 0 0.0 41 19 46.3 26 8 30.8 1

14 363 松田町 13 1 7.7 11 0 0.0 2 1 50.0 1 0 0.0 0 0 0 0 11 0 0.0 10 0 0.0 8 2 25.0 8 2 25.0 25 11 44.0 18 6 33.3 1

14 364 山北町 18 2 11.1 17 1 5.9 2 0.0 2 0.0 16 2 12.5 15 1 6.7 31 10 32.3 26 5 19.2 16 9 56.3 12 5 41.7 1

14 366 開成町 22 2 9.1 15 1 6.7 5 1 20.0 2 0 0.0 17 1 5.9 13 1 7.7 27 7 25.9 18 4 22.2 13 5 38.5 12 4 33.3 1

14 382 箱根町 31 2 6.5 23 2 8.7 6 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 25 2 8.0 18 2 11.1 37 7 18.9 25 7 28.0 71 18 25.4 39 13 33.3 1

14 383 真鶴町 16 2 12.5 13 2 15.4 0 0 0 0 2 0 0.0 2 0 0.0 14 2 14.3 11 2 18.2 2 1 50.0 2 1 50.0 31 4 12.9 23 2 8.7 1

14 384 湯河原町 38 5 13.2 27 5 18.5 6 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 32 5 15.6 23 5 21.7 51 9 17.6 33 8 24.2 55 13 23.6 20 6 30.0 1

14 401 愛川町 47 3 6.4 35 3 8.6 9 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0 0 38 3 7.9 29 3 10.3 45 12 26.7 29 9 31.0 70 27 38.6 38 9 23.7 1

14 402 清川村 17 0 0.0 17 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 15 0 0.0 15 0 0.0 13 4 30.8 12 3 25.0 5 1 20.0 5 1 20.0 1
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調査時点コード 平成30年4月1日 平成30年5月1日 その他
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調査票４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 神奈川県

1 平成30年4月1日 2 平成30年5月1日 3

問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．その他

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。（臨
時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

1の合計 31 4 0 1 1 1 1 2 12 4 1 0 1

2の合計 1 27 3 28 8 8 8 8 8 3 1 0 4

3の合計 1 28 2 24 24 24 23 13 21 0 0 0

4の合計 31 33 28

14 100 横浜市 横浜市会 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1

（欠席の届出） 第２条　議員は、疾病、出産その他の事由より出席できないときは、そ
の理由を付けて、開議前までに議長に届け出なければならない。 （欠席の届出） 第67
条　委員は、疾病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付けて、
開議前までに委員長に届け出なければならない。

4 4 1 1

14 130 川崎市 川崎市議会 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 1

14 150 相模原市 相模原市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2

14 201 横須賀市 横須賀市議会 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 平成30年9月10日

14 203 平塚市 平塚市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2

14 204 鎌倉市 鎌倉市議会 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3
（欠席の届出） 第３条　議員は、公務、疾病、出産その他の事由により会議に出席する
ことができないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに、議長に届出なければ
ならない。

1 4 4 1

14 205 藤沢市 藤沢市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

14 206 小田原市 小田原市議会 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3
議員は、公務、疾病、出産その他の事由のため出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

4 4 4 1

14 207 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 1 1

第３条　議員は、疾病、出産その他の事由により議会の会議に出席することができない
とき又は遅参し、若しくは早退しようとするときは、その旨及び理由を当日の開議の時
刻までに議長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により届け出るこ
とができないときは、その理由がなくなった後速やかに議長に届け出なければならな
い。 （平１７議会規則１・旧第２条繰下・一部改正、平２８議会規則２・一部改正）

4 4 2 3 平成30年8月22日

14 208 逗子市 逗子市議会 1 1 2 2 3 3 3 3 1 3
議員は、公務・病気・出産その他の事由により、会議に出席することができないときは
その理由を付し、開議までに議長に届け出なければならない。

4 4 4 1

14 210 三浦市 三浦市議会 1 2 3 3 3 3 3 1 1 2

第２条　議員は、疾病、出産その他のやむを得ない事由により会議に出席できないとき
は、その理由及び日数を記載した欠席届を当日の開議時刻までに議長に提出しなけれ
ばならない。 第84条　委員は、疾病、出産その他のやむを得ない事由により会議に出
席できないときは、その理由及び日数を記載した欠席届を当時の開議時刻までに委員
長に提出しなければならない。

4 4 4 3 平成30年8月15日

14 211 秦野市 秦野市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3
（欠席の届出） 第２条　議員は、公務、疾病等により、やむを得ず出席できないときは、
その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならい。

4 4 4 1

14 212 厚木市 厚木市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 1

14 213 大和市 大和市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

14 214 伊勢原市 伊勢原市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1

（欠席の届出） 第2条　議員は、公務、疾病、出産その他の事由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 （欠席
の届出） 第91項　委員は、公務、疾病、出産その他の事由により出席できないときは、
その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 4 4 1

14 215 海老名市 海老名市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 1

14 216 座間市 座間市議会 1 1 3 2 2 2 2 2 1
（欠席の届出） 第２条　議員は公務、病気、出産その他の事由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

4 4 4 1

14 217 南足柄市
神奈川県南足柄市議
会

1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1

14 218 綾瀬市 綾瀬市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

14 301 葉山町 葉山町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 1 3

（欠席、遅刻又は早退の届出） 議員は、公務、病気、事故その他の事由により会議を
欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付し、開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができないときは、その事情がなく
なった後、速やかに議長に届け出るものとする。

4 4 4 1

14 321 寒川町 寒川町議会 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

14 341 大磯町 大磯町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

14 342 二宮町 二宮町議会 1 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 平成30年9月6日

14 361 中井町 中井町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

14 362 大井町 大井町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

14 363 松田町 松田町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 1 3
議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。

4 4 4 1

14 364 山北町 山北町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

14 366 開成町 開成町議会 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1
第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、 　　当日の開議時
刻までに議長に届け出なければならない。 ２　議員が出産のため出席できないときは、
日数を定めて、あらか 　　じめ議長に欠席届を提出することができる。

4 4 4 1

14 382 箱根町 箱根町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1

14 383 真鶴町 真鶴町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

14 384 湯河原町 湯河原町議会 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

14 401 愛川町 愛川町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 1

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～３のいずれか一
つを選択してください。
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名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

仕事と生活の調和の観点からの欠席事由について、以下の事由に
ついて１～３のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．その他

問３ 問４
問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまりま
すか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。※別添の場合は、（別添）と記入

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

調査時点コード その他

市町村４－５



問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．その他

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。（臨
時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～３のいずれか一
つを選択してください。
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村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

仕事と生活の調和の観点からの欠席事由について、以下の事由に
ついて１～３のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．その他

問３ 問４
問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまりま
すか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。※別添の場合は、（別添）と記入

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

14 402 清川村 清川村議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 1

市町村４－５


